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(別紙)

登記の事務及び権限等の地方への移譲に反対する意見書

政府におかれては、地方分権改革を推進するため、内閣に設置された地方分権改革

推進本部を中心に、国から地方への事務及び権限の移譲等についての検討が進められ

ています。

国と地方の役割分担の見直しは、地域における行政を地方自治体が自主的かつ総合

的に実施できるようにするためには欠くことのできない重要な課題であり、国から地

方への事務及び権限の移譲等については、確実な財源措置の実現とともに、今後とも

推進されなければなりません。

しかしながら、法務局等が行う登記制度は、国民の重要な財産を守り、不動産取引

の安全に寄与する信用制度であり、中立性・公正性の高い機能を有しております。ま

た、国民の権利擁護に係るものであり、国の機関である法務局等が全国的に統一した

基準により直接実施する必要があります。

また、法務局等の登記官が職務を遂行するに当たっては、民法、不動産登記法、会

社法、民事訴訟法等のその高度な法律的専門的知識・能力に基づく判断が求められま

す。

よって、政府におかれましては、登記事務に従事する専門職員の確保などの視点か

ら、法務局が行う登記の事務及び権限等を地方への移譲対象としないよう要望します。

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。
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